
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～出会うことから始めよう～ 
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第１編 序論 

第１章 計画の概要 

１、計画策定の背景と趣旨 

障がい者に対する法制度は、平成１５年度に障がいのある人がサービスを選

択し契約する支援費制度が導入され、平成１８年度には障害福祉サービスが一

元化され、障害者自立支援法が施行されました。その後、平成２５年度に名称

が障害者総合支援法に改められ、利用者負担額や障がい者の範囲の見直し、難

病患者を対象に加える一部改正などが行われてきました。 

しかしながら、社会環境の激的な変化やライフスタイルの移り変わりにより、

ますます障がい者のニーズも多様化していることから、障害者総合支援法の基

本理念にもあるように、障がいの有無に関わらず全ての国民が共生する社会の

実現が求められています。そのため、本計画は、上記のような改正に対応し、

関連法制度の趣旨及び第４次古賀市総合振興計画、並びに前計画の課題などを

踏まえ策定しました。 

 

２、計画の位置づけ 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項に定める「市町村障害者計画」とし

て、本市における障害者施策全般にかかる理念や基本的な方針、目標を定める

もので、障害者総合支援法第８８条第１項に定める「障害福祉計画」との整合

性をとった計画です。 

 

３、計画の期間 

本計画の期間は、平成２７（２０１５）年度から平成３２（２０２０）年度

までの６ヵ年とします。なお、計画期間中においても必要に応じ計画の見直し

を行います。 
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第２期障害者基本計画 

Ｈ２２～Ｈ２６ 

 

第３期障害者基本計画 

Ｈ２７～Ｈ３２ 

 
第２期障害福祉計画 

Ｈ２４～Ｈ２６ 

 

障害福祉計画 

～Ｈ２３ 

 

第３期障害福祉計画 

Ｈ２７～Ｈ２９ 

 

第４期障害福祉計画 

Ｈ３０～Ｈ３２ 

 



４、計画の推進体制 

本計画が実効性のある内容となるように、他の施策などとの関わりも踏まえ

ながら着実に実行していくことが重要となります。そのためにも、関係機関と

連携しながら推進及び進行管理に努めます。 

また、障害者基本計画に基づく障害者施策推進協議会において、本計画の進

捗状況などについての評価・検証を行います。 

 

第２章 障がい者を取り巻く状況 

１、障がい者の状況 

手帳の所持者数では、知的と精神においては、それぞれ５％程度の増加傾向

にあるものの、身体については、横ばいの推移となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２、アンケート調査結果【表－１】 

 

（１）調査の対象 

①障がい種類別 

・身体障害者    ７９人 （２３％） 

・知的障害者   １３７人 （４１％） 

・精神障害者    ７１人 （２１％） 

・障がい児     ５２人 （１５％） 

合計   ３３９人 

ただし、重複障がいの人がいるため、対象者実数は３２２人。 

②調査方法 

対象者に対して、アンケート調査票を発送あるいは訪問による聞き取り

とした。発送にあたっては、アンケート調査票に依頼文及び返信封筒を同

封して発送した。その後、平成２６年９月３０日までに回収された有効調

査票について集計作業を行った。 

③回収状況 

対象者３２２人に対して回収されたアンケート調査票は、１５８件であ

り、回収率は４９％であった。 

（２）調査結果利用上の留意事項 

・パーセントは、小数点以下を四捨五入している。 

・１つだけの回答設問に対して２つ以上の回答をしている場合については、

小さい番号を有効回答とした。 

・回答する設問において、複数回答や解答がない場合も多々あったため、各

設問に対して有効に回答があったもの全体を１００％とする表示として

いる。 

・Nは有効回答者数とする。 

 

＜アンケート結果＞ 

（１）日常生活について 

・一人で出来るもので最も高いものが「家の中の移動」で７９％を占め、最も

低いものは「お金の管理」で２９％となっている。 

（２）住まい、暮らしについて 

・現在の暮らしでは、「家族と暮らしている」が７６％を占める。 

・将来の地域生活では、「今のまま生活したい」が６９％と最も高くなっている。 

（３）日中活動や就労について 

・外出の時困ることでは、外出時の「困った時どのようにしてよいか心配」が



１５％、「階段・段差が多い」１４％、「外出にお金がかかる」１３％、「公共

交通機関」１０％の順に高い。 

・悩んでいることは何かを尋ねると「収入が少ない」が３７％と「職場でのコ

ミュニケーションが上手く取れない」が１７％とあわせると５０％を超える。 

・職場体験については、「受けたい」が４２％で、「すでに受けている」３３％

であわせて７５％となっている。 

（４）障害福祉サービス等の利用について 

・現在、利用しているサービスで最も高いものは、「相談支援」で３３％となっ

ており、「就労継続支援」が２６％、「就労移行支援」２０％と続く。 

・今後利用したいサービスで最も高いものは、「相談支援」で７６％となってお

り、次に「自立訓練」と「就労継続支援」が５６％、「就労移行支援」が５２％

となる。 

（５）相談相手について 

・普段、悩みや困ったことを相談する相手を尋ねると、「家族や親戚」が２８％

と最も高く、「施設の指導員」が１９％と高くなっている。 

（６）権利擁護について 

・障がいがあることで差別を受けたり嫌な思いをした経験を尋ねたところ、「あ

る」と「少しある」と回答した人が７５％となっている。 

・差別を受けたり嫌な経験をした場所では、「外出先」が３３％で最も高く、「学

校・仕事場」２５％、「住んでいる地域」１７％となっている。 

・成年後見制度の認知について、「名前も内容も知っている」が３０％となって

いる。 

（７）災害時の避難等について 

・災害時に１人で避難出来るかについて尋ねたところ、「できない」が５４％と

なっている。 

・災害時に近所にあなたを助けてくれる人がいるかを尋ねたところ、「いない」

が５０％であった。 

（８）生活全般について 

・地域で行われる行事や余暇活動に参加しようとした場合、その妨げは何かと

尋ねると、「一緒に活動する友人・仲間がいない」が２５％と最も高く、「コ

ミュニケーションが難しい」が１６％、「どのような活動が行われているか知

らない」が１４％の順に高くなっている。 

・今の生活で不満なことや心配なこと、悩んでいることでは、「健康上のこと」

が２４％と最も高く、「経済的なこと」が１５％、「老後のこと」１２％、「意

思疎通が十分に出来ない」１１％の順に高くなっている。 



 

 

 

 

①身体障がい者の状況
身体障害者手帳所持者数・年齢区分

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計
平成２２年度 ０～１７ 26人 10人 3人 5人 2人 1人 47人

１８～６４ 205人 113人 102人 148人 65人 37人 670人

６５～ 417人 163人 227人 319人 74人 73人 1,273人

計 648人 286人 332人 472人 141人 111人 1,990人

平成２３年度 ０～１７ 27人 10人 2人 6人 2人 1人 48人

１８～６４ 190人 112人 97人 156人 58人 38人 651人

６５～ 431人 172人 226人 359人 72人 77人 1,337人

計 648人 294人 325人 521人 132人 116人 2,036人

平成２４年度 ０～１７ 28人 9人 2人 6人 0人 1人 46人

１８～６４ 191人 118人 93人 157人 60人 35人 654人

６５～ 470人 180人 243人 383人 81人 77人 1,434人

計 689人 307人 338人 546人 141人 113人 2,134人

平成２５年度 ０～１７ 22人 7人 2人 5人 0人 1人 37人

１８～６４ 173人 107人 97人 142人 58人 32人 609人

６５～ 444人 177人 236人 390人 74人 75人 1,396人

計 639人 291人 335人 537人 132人 108人 2,042人

交付年度 年齢区分
等級



 

 

②知的障害者の状況
療育手帳所持者数・年齢区分

Ａ Ｂ 計
平成２２年度 ０～１７ 17人 61人 78人

１８～６４ 112人 99人 211人

６５～ 12人 3人 15人

計 141人 163人 304人

平成２３年度 ０～１７ 21人 60人 81人

１８～６４ 122人 114人 236人

６５～ 8人 3人 11人

計 151人 177人 328人

平成２４年度 ０～１７ 25人 65人 90人

１８～６４ 117人 129人 246人

６５～ 15人 3人 18人

計 157人 197人 354人

平成２５年度 ０～１７ 28人 72人 100人

１８～６４ 122人 130人 252人

６５～ 15人 3人 18人

計 165人 205人 370人

交付年度 年齢区分
等級



 

 

③精神障害者の状況
精神障害者保健福祉手帳所持者数

１級 ２級 ３級 計
平成２２年度 ０～１９ 0人 5人 5人 10人

２０～６９ 19人 136人 58人 213人

７０～ 10人 9人 1人 20人

計 29人 150人 64人 243人

平成２３年度 ０～１９ 0人 3人 5人 8人

２０～６９ 17人 137人 67人 221人

７０～ 10人 11人 1人 22人

計 27人 151人 73人 251人

平成２４年度 ０～１９ 0人 3人 4人 7人

２０～６９ 19人 143人 76人 238人

７０～ 10人 7人 3人 20人

計 29人 153人 83人 265人

平成２５年度 ０～１９ 0人 4人 4人 8人

２０～６９ 19人 156人 86人 261人

７０～ 12人 8人 1人 21人

計 31人 168人 91人 290人

交付年度 年齢区分
等級



●訪問系サービスの推移 

 

●日中活動系サービスの推移 



表－１ 

（１）日常生活について 

 

 

（２）住まい、暮らしについて 

 

 

 

（３）日中活動や就労について 
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（４）障害福祉サービス等の利用について 
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（５）相談相手について 

 

（６）権利擁護について 
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（７）災害時の避難等について 
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（８）生活全般について 
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第２編 基本構想 

第１章 計画の基本的な考え方 

１、計画の基本理念 

『第３期障がい者福祉プラン・こが』は、変遷する法制度の中にあっても、

これまでの国の「障害者基本計画」における趣旨や現計画の基本理念を継承し、

「住み慣れた地域で生きがいを持って生活していくために、障がいのある人も

ない人も誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現」を基本理

念とします。 

 

２、計画の基本方針 

障がい者の生活を基盤とした次の４つの項目を基本方針とします。 

 

（１） 生活の支援 

障がい者の地域での生活を支援するために、ライフステージに即した相談事

業を行う体制や障がい者のニーズ及び実態に応じた在宅サービス等の充実を図

り、地域で様々な障がい福祉サービスが利用できるように取り組みます。 

また、医療機関等と連携しながら地域で暮らすための支援の充実、地域医療

体制や介護予防体制との連携、各種健康診査の推進などによる障がいの重症化、

重複化の予防に努めます。 

 

（２） 社会参加の支援 

障がい者の社会参加を支援するために、子どもを含めた障がい者への支援体

制の充実を図り、関係機関との連携によるインクルーシブ教育システムの構築、

障がい者が文化・芸術やスポーツに参加できる場の提供に努めます。 

また、障がい者の就労支援として、企業などに対する障がい者雇用の啓発・

促進、障がい者に対する地域の関係機関が連携して行う総合的な就労支援、就

労継続支援事業などの福祉的就労の充実と経済的自立の支援に努めます。 

 

（３） 安心・安全な環境づくり 

障がい者が地域で安心して安全に日常生活を営むため、住環境の整備やバリ

アフリーなど障がい者に配慮したまちづくりの推進に努めます。 

障がい者を地震などの災害から守るため、古賀市災害時要援護者避難支援プ

ランなどに基づき、共助による地域の協力を図りながら、安全に避難できるよ

う体制の充実に努めます。 



また、消費者被害から障がい者を擁護するため、古賀市消費生活センターな

どと連携を図るとともに、その啓発に努めます。 

 

（４）啓発・交流活動の充実 

障がいのある人もない人も共に地域で暮らすために、障がい及び障がい者に

対する正しい知識の普及や啓発により、市民の関心を高め、障がいを理由とす

る差別の解消を図ります。 

また、市の手続きなどにおいて障がい者が適切な配慮を受けることが出来る

よう努めます。 

障がい者団体やボランティア団体などの活動を周知し、様々な事業と共働す

ることにより、交流の輪を広げたり出会いの場などをつくることに努めます。 



 

３、施策の体系　　　（第3次　H27～　　）
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生活の支援

社会参加の支
援

安心・安全な環
境づくり

啓発・交流活動
の充実

生活の支援

地域の支援

保健・医療の充実

教育、文化芸術活動・スポー
ツの充実

障がい者の就労支援

環境づくり

情報提供体制の充実

正しい理解の促進

・相談支援体制の構築

・在宅サービス等の充実
・障がい児支援の充実
・サービスの質の向上等

・地域で暮らすための支援の充実
・障がいの重症化、重複化予防
・難病に関する相談・支援

・インクルーシブ教育システムの構

築
・文化芸術活動、スポーツの充実

・障がい者雇用の促進
・総合的な就労支援
・福祉的就労の充実と経済的自立
の支援

・住環境の整備
・社会参加しやすい環境づくり

・福祉サービス等の周知の充実
・情報提供体制の充実
・意思疎通支援体制の充実

・障がいを理由とする差別解消の
推進

・権利擁護の推進
・行政機関等における配慮

安心・安全の充実
・防災体制の充実
・防犯等に関する啓発

交流活動の充実 ・交流活動の支援
・出会いの場の支援


